
３．度牒再交付申請書 

 

� 申請者 本人 

� 度牒が添付書類となっている願記等         ［僧侶規程12］ 

 ① 『転出願』 

② 『帰俗願』 

③ 『死亡届』 

〔註〕『死亡届』に限り、度牒を紛失している場合は「度牒紛失届」の

提出をもって事務処理されます。 


